
飲
酒
運
転
は
絶
対
ダ
メ
！

交
通
事
故
を
な
く
そ
う

年
末
年
始
の
交
通
事
故
防
止

県
民
総
ぐ
る
み
運
動

日�

12
月
10
日
㊌
〜
１
月
７
日
㊌

運
動
の
重
点
…
①
道
路
横
断
中

の
交
通
事
故
防
止
／
②
夕
暮
れ

時
や
夜
間
の
事
故
防
止
／
③
飲

酒
運
転
の
根
絶
／
④
高
齢
者
が

関
与
す
る
交
通
事
故
防
止
／
⑤

自
転
車
の
ヘ
ル
メ
ッ
ト
着
用
と

交
通
ル
ー
ル
遵
守

問
生
活
環
境
課
生
活
交
通
係

　
　
　

☎
５
７
５
―
１
２
９
０

次
世
代
自
動
車
の

導
入
費
用
を
補
助

対�

燃
料
電
池
自
動
車
ま
た
は
電

気
自
動
車
を
購
入
し
、
次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

　

�

①
市
内
に
住
所
を
有
す
る
人

②
市
内
に
事
業
所
な
ど
を
有

す
る
法
人
③
リ
ー
ス
販
売
を

①
②
に
対
し
て
行
う
事
業
者

※
そ
の
他
要
件
あ
り

申�

生
活
環
境
課
に
直
接
持
参

ま
た
は
郵
送
で
お
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。

▼
詳
細
は
こ
ち
ら

問�

生
活
環
境
課
環
境
係

　
　
　

☎
５
７
５︎
―
１
２
２
８

1212
月月
33
日
㊌
〜
日
㊌
〜
99
日
㊋
日
㊋

は
「
障
害
者
週
間
」
で
す

は
「
障
害
者
週
間
」
で
す

　

伊
達
市
で
は
、
障
害
者
週
間

の
趣
旨
に
基
づ
き
、「
伊
達
市

手
話
ま
つ
り
」
や
、「
伊
達
市

福
祉
作
品
展
・
夢
わ
く
わ
く

展
」
な
ど
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

市
で
は
引
続
き
、
障
が
い
者
や

障
が
い
へ
の
理
解
、
差
別
解
消

な
ど
に
向
け
た
取
り
組
み
を
推

進
し
て
い
き
ま
す
。

問�

社
会
福
祉
課
障
が
い
福
祉
係

　
　
　

☎
５
７
５
―
１
２
７
４

募
集

生
涯
学
習

生
涯
学
習

人
材
バ
ン
ク

人
材
バ
ン
ク

　

令
和
8
年
度
か
ら
始
ま
る
第

6
期
生
涯
学
習
人
材
バ
ン
ク
へ

の
新
規
登
録
者
を
募
集
し
て
い

ま
す
。あ
な
た
の
豊
富
な
知
識
・

技
術
・
経
験
を
地
域
の
多
様
な

学
習
活
動
に
指
導
者
と
し
て
生

か
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

申�

登
録
申
請
書
を
各
総
合
支
所

の
生
涯
学
習
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
に
提
出

問�

生
涯
学
習
課
生
涯
学
習
係

　
　
　

☎
５
７
３
―
５
７
０
９

認
知
症
の
こ
と

学
ん
で
み
ま
せ
ん
か

　

認
知
症
に
つ
い
て
の
基
本
的

な
知
識
を
身
に
付
け
、
普
段
の

生
活
の
中
で「
身
近
な
理
解
者
」

と
な
る
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養

成
講
座
を
開
催
し
ま
す
。

日�

12
月
23
日
㊋

　

10
時
〜
11
時
30
分

場�

梁
川
中
央
交
流
館　

無
料

申�

12
月
16
日
㊋
ま
で
に
申
込

フ
ォ
ー
ム
、
ま
た
は
高
齢
福

　12 月のお知らせやイベントをご
案内します。掲載した行事やイベン
トは、予定を変更・中止する場合が
あります。

【マークの見方】
日 日時　場 場所・会場
内 内容　持 持ち物　対 対象
定 定員　師 講師　申 申込方法

 費用　問 お問い合わせ　
他 その他

お
知
ら
せ

冬
季
の
暖
房
機
器
な
ど

冬
季
の
暖
房
機
器
な
ど

油
流
出
事
故
に
注
意

油
流
出
事
故
に
注
意

　

冬
季
に
は
暖
房
の
使
用
に
伴

う
油
流
出
事
故
が
増
え
る
傾
向

に
あ
り
ま
す
。
原
因
は
う
っ
か
り

ミ
ス
や
設
備
の
老
朽
化
に
よ
る

も
の
で
す
。
屋
外
設
置
の
ホ
ー

ム
タ
ン
ク
や
配
管
の
定
期
点
検

に
努
め
、
給
油
す
る
際
は
目
を

離
さ
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

問�

生
活
環
境
課
環
境
係

　
　
　

☎
５
７
５
―
１
２
２
８

生
ご
み
処
理
機

生
ご
み
処
理
機

購
入
を
補
助
し
ま
す

購
入
を
補
助
し
ま
す

対�

次
の
機
器
の
購
入
に
か
か
る

費
用
の
３
分
の
２
を
補
助

（
上
限
４
万
円
）�

　

①
生
ご
み
堆
肥
化
容
器

　

②
ダ
ン
ボ
ー
ル
コ
ン
ポ
ス
ト

　

③
密
閉
化
容
器

　

④�

電
動
（
手
動
）
式
生
ご
み

処
理
機

申�

必
要
書
類
を
郵
送
ま
た
は
持

参
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
詳
細
は
こ
ち
ら 

問�

生
活
環
境
課
環
境
係

　
　
　

☎
５
７
５
―
１
２
２
８

家
屋
を
取
り
壊
し
た
ら

必
ず
届
け
出
を
！

　

固
定
資
産
税
は
毎
年
１
月
１

日
に
所
有
し
て
い
る
土
地
、
家

屋
、
償
却
資
産
に
課
税
さ
れ
ま

す
。
所
有
家
屋
の
全
部
ま
た
は

一
部
を
令
和
７
年
中
に
取
り
壊

し
た
ら
、
年
内
に
届
け
出
て
く

だ
さ
い
。
令
和
７
年
中
に
滅
失

（
取
り
壊
し
）の
登
記
を
し
た
場

合
、届
出
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

　

届
出
書
は
税
務
収
納
課
、
各

総
合
支
所
に
備
え
付
け
て
あ
る

ほ
か
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

問�

税
務
収
納
課
資
産
税
係

　
　
　

☎
５
７
５
―
１
２
３
５

確
定
申
告
で
利
用
す
る

確
定
申
告
で
利
用
す
る

証
明
書
を
送
付

証
明
書
を
送
付

社
会
保
険
料（
国
民
年
金
保
険

料
）
控
除
証
明
書
を
送
付
し
ま
す

日�

令
和
７
年
１
月
１
日
〜
９
月

30
日
ま
で
に
国
民
年
金
保
険

料
を
納
付
し
た
人
…
送
付
済

　

�

10
月
１
日
～
12
月
31
日
ま
で

に
納
付
し
た
人
…
令
和
８
年

２
月
上
旬
に
送
付
予
定

▼
詳
細
は
こ
ち
ら

問
ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル

☎
０
５
７
０
―
０
０
３
―
０
０
４

　

東
北
福
島
年
金
事
務
所

　
　
　

☎
５
３
５
―
０
１
４
１

個
人
事
業
主
対
象
の

決
算
説
明
会
を
開
催

日�

12
月
16
日
㊋
〜
18
日
㊍　

10

時
30
分
〜
／
13
時
30
分
〜

対�

16
日
…�

事
業
所
得
者
で
青
色

申
告
の
人

　

17
日
…
農
業
所
得
が
あ
る
人

　

18
日
…�

事
業
所
得
者
で
白
色

申
告
の
人

場
福
島
テ
ル
サ　

３
階

　
（
福
島
市
上
町
４

−

25
）

内�

消
費
税
の
経
理
な
ど

問
福
島
税
務
署

　

個
人
課
税
第
一
部
門

　
　
　

☎
５
３
４
―
３
１
２
１

入
札
参
加
資
格
審
査

入
札
参
加
資
格
審
査

申
請
の
追
加
受
付

申
請
の
追
加
受
付

　

令
和
７
・
８
年
度
に
発
注
す

る
業
務
の
入
札
参
加
資
格
申
請

を
追
加
で
受
け
付
け
ま
す
。

申�

12
月
１
日
㊊
〜
15
日
㊊
の
間

に
必
要
書
類
を
郵
送
ま
た
は

持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
詳
細
は
こ
ち
ら 

問�
財
政
課
契
約
検
査
係

　
　
　

☎
５
７
３
―
９
１
５
０

11
月
30
日
㊐
は

「
年
金
の
日
」
で
す

こ
の
機
会
に
「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ

ト
」
で
年
金
記
録
の
確
認
を

　

自
分
の
年
金
記
録
を
確
認
で

き
、
国
民
年
金
の
社
会
保
険
料

控
除
証
明
書
や
公
的
年
金
の
源

泉
徴
収
票
の
再
交
付
を
申
請
で

き
ま
す
。

▼
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト

問
東
北
福
島
年
金
事
務
所

　
　
　

☎
５
３
５
―
０
１
４
１

　

国
保
年
金
課
給
付
係

　
　
　

☎
５
７
５
―
１
１
９
８

伊
達
市
の
水
道
水
は

伊
達
市
の
水
道
水
は

お
い
し
く
て
安
全
安
心

お
い
し
く
て
安
全
安
心

　

市
の
水
道
水
は
、
各
配
水
池

系
統
ご
と
の
試
験
で
水
質
基
準

を
す
べ
て
ク
リ
ア
し
た
水
道
水

で
、
市
内
16
カ
所
で
異
常
が
な

い
か
毎
日
確
認
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
国
の「
お
い
し
い
水

研
究
会
」が
調
査
し
た
蒸
発
残

留
物
や
残
留
塩
素
の
濃
度
な
ど

を
満
た
す
優
れ
た
水
で
す
。

問�

上
下
水
道
課
水
道
施
設
係

　
　
　

☎
５
７
３
―
５
０
３
８

後期高齢者医療制度の障がい認定

問 国保年金課賦課係　☎ 575-1198

65歳から 74 歳までの人で、一定の障がいがある
人は、申請により後期高齢者医療制度に加入す

ることができます。
一定の障がいがある人
・�身体障害者手帳 1～ 3 級および 4 級の一部の人
・�障害年金の等級が1 級、2 級の人
・精神障害者保健福祉手帳 1 級、2 級の人
・療育手帳の障がいの程度が「A」の人
申請方法
　障がい者手帳または国民年金証書、通帳、現在加入し
ている国民健康保険または社会保険の資格情報のお知ら
せ（資格確認書）、特定疾病療養受療証（お持ちの人）、
身分証明を持参し、国保年金課または各総合支所に申請
してください。
その他
※�後期高齢者医療制度に加入する場合は、現在加入して
いる医療保険を脱退する必要があります。
※�加入後でも 75 歳に達するまでは、申し出により後期
高齢者医療制度から脱退することができます。
※�資格取得・喪失の日は、申請日以降かつ 65歳の誕生
日以降です。

▼他の医療保険との違い
①医療費の負担割合（毎年 8 月に定期判定）
年齢 国保または社保 後期高齢者医療制度

65～69歳 3 割
現役並み所得者※1：3割
一般：2割※2または1割70～74歳 現役並み所得者※1：3割

一般：2割
※ 1…�市県民税の課税所得が 145 万円以上の人など
※２…�市県民税の課税所得が 28 万円以上かつ「年金収入＋

その他の合計所得」が 200 万円以上ある人など

②保険料の負担　
　後期高齢者医療制度に加入すると、保険料は加入者本
人が納めるようになります。社会保険等の被扶養者だっ
た人は、新たに保険料を負担することになりますが、均
等割額を５割軽減（２年間）する措置があります。

市 HP

年金機構
HP

年金機構
HP

市 HP

市 HP

市 HP
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スマホ教室（霊山・月舘地域）

定員：各回 15人　　参加費：無料

祉
課
に
電
話
で
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

▼
申
込
は
こ
ち
ら

問�

高
齢
福
祉
課

　

地
域
包
括
ケ
ア
推
進
係

　
　
　
☎
５
７
５
―
１
１
２
５

自
衛
官
募
集

自
衛
官
募
集

募
集
種
目

①
自
衛
官
候
補
生
（
任
期
制
）

②�

陸
上
自
衛
隊　

高
等
工
科
学

校
生
徒
（
一
般
試
験
）

問
自
衛
隊
福
島
募
集
案
内
所

　
　
　

☎
５
４
５
―
７
９
９
５

イ
ベ
ン
ト

あ
つ
ま
れ

「
だ
て
な
活
動
」

場�

市
役
所
１
階
シ
ル
ク
ホ
ー
ル

展
示
イ
ベ
ン
ト

内�

市
内
活
動
団
体
紹
介
、
福
祉

事
業
所
販
売
会
や
フ
ー
ド
ド
ラ

イ
ブ
に
関
す
る
動
画
上
映
な
ど

日�

12
月
10
日
㊌
午
後
〜

　
　
　
　
　

15
日
㊊
午
前
ま
で

フ
ー
ド
ド
ラ
イ
ブ

日�

12
月
10
日
㊌
〜
12
日
㊎
、
15

日
㊊　

9
時
〜
15
時

交
流
イ
ベ
ン
ト

日�

12
月
12
日
㊎　

13
時
30
分
〜

対�

市
内
の
市
民
活
動
団
体
や
活

動
に
興
味
の
あ
る
人

地
域
お
こ
し
活
動
報
告
会

日�

12
月
15
日
㊊　

13
時
30
分
〜

問�

伊
達
市
市
民
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー

　
　
　

☎
５
６
３
―
６
９
７
０

ス
マ
ホ
で
婚
活
「
は
ぴ

福
な
び
」
出
張
登
録
会

対�

20
歳
以
上
の
独
身
男
女

日�

12
月
20
日
㊏　

10
時
〜
16
時

場�

伊
達
中
央
交
流
館

登
録
料
１
万
円（
２
年
有
効
）

持�

写
真
付
き
の
身
分
証

申�

問
合
せ
先
に
事
前
予
約
を
お

願
い
し
ま
す
。

▼
詳
細
は
こ
ち
ら

問�

ふ
く
し
ま
結
婚
・
子
育
て

　

応
援
セ
ン
タ
ー

　
　
　

☎
５
４
4
―
０
０
７
０

外
国
人
向
け

日
本
語
講
座

日�

12
月
18
日
㊍ 

18
時
15
分
〜

19
時
30
分　
対
外
国
出
身
者

場
市
役
所
１
階
シ
ル
ク
ホ
ー
ル　

定
10
人　
申�

12
月
16
日
㊋
ま
で

問
協
働
ま
ち
づ
く
り
課

　

協
働
推
進
係

　
　
　

☎
５
７
５
―
１
１
７
７

冬
の
献
血

冬
の
献
血

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

　
献
血
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

日�

12
月
16
日
㊋

場�

伊
達
市
役
所　

10
時
～
16
時
30
分

　
梁
川
総
合
支
所　

13
時
～
16
時

問
健
幸
づ
く
り
課
健
康
管
理
係

　
　
　

☎
５
７
５
―
１
１
１
６

デジタル活用サポーター育成講座
スマホの活用方法を学び、身近な人に

スマホの使い方を教えてみません
か？人にアドバイスできる知識や使い方を
身に付け、自身もレベルアップ！ 申込

申込方法：上記の二次元コードからお申し込みくだ
さい（※人にスマホ操作を教えた経験がない人で
も学べる内容です）。

さまざまなスマホの使い方について学んでみませ
んか？興味のある内容を選択して受講できます。

開催日時 1 月 9 日㊎、19 日㊊　13 時〜 17 時

開催場所 保原中央交流館　第 1 研修室

内　容
スマホの基礎知識や基本操作／人に教
える際のポイント／相談対応を想定し
た練習など

定　員：10人（全2回の講座を連続受講できる人）
参加費：無料

問 �デジタル変革課DX推進係  ☎ 575-1159問 �デジタル変革課DX推進係  ☎ 575-1159

定例行政相談会（予約不要）
日 12 月 8 日㊊　10 時〜12 時
場 市役所1階シルクホール
内 �役所や特殊法人などへの意見・要望
問 秘書広報課広報広聴係　☎575-1113

弁護士による無料相談会（要予約）
日 12 月 10 日㊌、1 月 7 日㊌
　 13 時～ 16 時（1 人 30 分）
場 市役所中央棟１階　消費生活センター
内 消費者問題、多重債務など
問 消費生活センター　☎ 574-2233

無料相談
12 月 4 日㊍〜10 日㊌は「人権週間」
人権擁護委員による特設人権相談所

日 12 月 1日㊊　10 時〜15 時
場 保原中央交流館
内 �いじめ、差別、家庭内や近隣間のも
め事・悩み事など

申 事前予約不要

人権擁護委員が悩みや相談をお聞きします。

◆人権に関する電話相談◆
みんなの人権 110 番 ☎︎ 0570-003-110
子どもの人権 110 番 ☎︎ 0120-007-110
女性の人権ホットライン ☎︎ 0570-070-810
※受付：平日 8 時 30 分～ 17 時 15 分

問 福島地方法務局人権擁護課
　 ☎ 534-1994

問 �デジタル変革課DX推進係  ☎ 575-1159

デジタル活用サポーター　スマホ相談会
操作方法の悩みについて個別に相談できます。サポーター（ボ

ランティア）がスマホに関する疑問を解消します！
日時：12 月 18 日㊍　14時～ 15時 30分　保原中央交流館
　　　1月15日㊍　14時〜15時 30分　市役所1階シルクホール
参加方法：電話予約をして参加　☎ 575-1159
※予約なしでも相談できますが、予約者を優先して対応します。
相談時間：１人あたり 30分
持ち物：利用中の自身のスマホ
備考：サポーターが教えられる範囲での相談となります。

LINE・カメラ・二次元コード・市デジタルサービス　など
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霊山 月舘 内容

1 月
14 日㊌

1 月
16 日㊎

L
ラ イ ン
INE、地図アプリ、生成

AI（ChatGPT）の使い方

1 月
20 日㊋

1 月
21 日㊌

インターネットの検索、ア
プリのダウンロード方法、
マイナポータルの使い方

1 月
29 日㊍

1 月
30 日㊎

伊達市デジタルサービスの
使い方

開催時間
と会場

13 時 30 分〜 16 時 30 分
霊山地域…霊山中央交流館　第 2 研修室
月舘地域…月舘中央交流館　2 階会議室

持ち物 ご自身のスマホ
（20 日㊋、21 日㊌はマイナンバーカード）

申込方法 お申し込みはこちらから▶︎

その他
霊山、月舘地域以外にお住まいの人も参加
可能です（参加者が 5 人以下の場合は中止
になる可能性があります）。

問 �デジタル変革課DX推進係  ☎ 575-1159
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就職のお悩み　ぜひご相談ください！

問 �福島県北・相双地域若者サポートステーション  ☎ 563-6222

福島県北・相双地域若者サポートステー
ションが、就職に関するさまざまな相談

を受ける「就職相談会」を、伊達市の３つの
会場で開催します。お気軽にお越しください。
会場と日時：
【梁川会場】12月12日㊎　10時～14時　梁川中央交流館　2階和室
【保原会場】12月15日㊊　10時～14時　ウエルシア伊達保原北店
【伊達会場】12月16日㊋　10時～14時　伊達中央交流館　研修室1
対象者：仕事を探している、15歳から 49歳の人
内　容：�就活の進め方や履歴書の書き方などの就職に係る相談
　　　　（1人 20分〜 30分程度）
申　込：不要
備　考：ご家族からの相談も受け付けています。

自衛隊 HP
申込センター HP

市 HP申込

市 HP
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